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第７次熊本県保健医療計画の策定について（障がい関係分野） 

 

１ 熊本県保健医療計画について 

○ 医療法第 30 条の４の規定に基づく「医療計画」として、本県における医療提供

体制の整備の方向性等を示すものであり、平成 29 年３月に策定した「熊本県地域

医療構想」を推進するもの。 

 ○ 県政の基本方針である「熊本復旧・復興４カ年戦略」と一体的に推進する、本県

の保健医療分野の基本的な計画とする。なお、計画の推進に当たっては、行政機関、

県民、保健医療関係者、関係団体等が一体となって取り組む。 

 

２ 第７次熊本県保健医療計画の策定について 

（１）計画期間 

   平成３０年度から平成３５年度まで（６年間） ※第６次計画まで計画期間は５年間 

（２）策定状況について 

   平成２９年７月１３日に第１回目の熊本県保健医療推進協議会が開催され、基本

方針が決定されました。 

  ①基本目標 

安全安心な暮らしに向けた、一人ひとりの健康づくりと地域における保健医療

の提供 

  ②施策の柱 

・「子どもの頃からの生涯を通じた健康づくり 」 

・「地域で安心して暮らせる保健医療の提供」 

・「地域の保健医療を支える人材の確保・育成」 

・「健康危機に対応した体制づくり」 

（３）スケジュールについて 

    ７／１３ 第１回熊本県保健医療推進協議会（基本方針決定） 

    １０月頃 第２回熊本県保健医療推進協議会（素案協議） 

  １２～１月頃 第３回熊本県保健医療推進協議会（文案協議） 

 

３ 障がい者計画との関係について 

○ 障がい者計画のうち、保健医療に関係する部分については、保健医療計画にも記

載しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

障がい者計画

保健医療計画

◎障がい者計画のうち、保健医療分

野に関するもの

・発達障がいの医療体制の充実

・自立支援医療費の給付

・精神科医療、災害派遣精神医療

チーム など
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○ 第２回熊本県保健医療推進協議会で素案を協議する際に、障がい者関連施策につ

いては別添が対象となる予定です。 

 

○ 第７次熊本県保健医療計画（障がい者関連施策）の検討体制は以下のとおりとな

っています。 

  特に、精神科医療に関しては、熊本県精神保健福祉審議会で主に審議されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 障がい関係分野の記載についての考え方 

＜全分野共通＞ 

○ 県民の皆様や関係機関の方々にも読みやすく、わかりやすい内容とするため、第

６次保健医療計画よりも全体的に文章を簡潔にし、一般的な表現を心がける。 

○ 「目指す姿」について記載する。 

 

＜障がい関係分野＞ 

 ○ 障がい者計画のうち、保健・医療に関する部分について記載する。 

 ○ 第６次保健医療計画の項目を見直し、必要に応じて項目の追加・削除を行う。 

   ※保健医療計画から削除する場合でも、障がい者計画からは削除しません。 

熊本県障害者施策推進審議会

熊本県精神保健福祉審議会

熊本県保健医療推進協議会

保健医療計画

◎障がい者計画のうち、保健医療分

野に関するもの

・発達障がいの医療体制の充実

・自立支援医療費の給付

・精神科医療、災害派遣精神医療

チーム など
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※平成29年年度第１回熊本県保健医療推進協議会（7月13日開催）で承認済み。国の医療計画の見直し等の検討状況を踏まえ最終的な調整を行う。

第１項　子どもの頃からのより良い生活習慣の形成

第２項　働く世代の健康づくりの推進

第３項　高齢者の健康づくり・介護予防の推進

第１項　医療機能の適切な分化と連携

第２項　医療情報の提供・ネットワーク化

第３項　医療安全対策

第４項　人権に配慮した保健医療

第５項　臓器移植

第６項　血液の確保

第１項　がん

第２項　脳卒中

第３項　心筋梗塞等の心血管疾患

第４項　糖尿病

第５項　精神疾患

第６項　認知症

第７項　難病

第８項　アレルギー疾患

第９項　今後高齢化に伴い増加する疾患

第１項　在宅医療

第２項　救急医療

第３項　災害医療

第４項　へき地の医療

第５項　周産期医療

第６項　小児医療（小児救急医療を含む）

第７項　歯科保健医療対策

第８項　母子保健

第９項　高齢者保健医療福祉（介護保険含む）

第１０項　障がい保健医療福祉

第１項　感染症対策の推進

第２項　輸入感染症

第３項　結核

第４項　エイズ・性感染症・ＨＴＬＶ-１（ヒトＴ細胞白血病ウイルス）

第５項　肝炎

第６項　新型インフルエンザ

第１項　食中毒・食品安全

第２項　医薬品等の安全対策

第７次熊本県保健医療計画の項目

第１編
基本構想

第１章　計画策定の考え方
第２章　計画改訂の背景
第３章　計画の目標と施策の柱
第４章　地域医療構想の推進　※概要を記載し、「第２編 基本計画」で具体的施策を推進

第５節　管理栄養士・栄養士

第７節　その他の保健医療従事者

第３節　健康を支え、守るための社会環境の整備

第１節　住民・患者の立
場に立った保健医療施策
の推進

第２節　感染症への対策

第２節　疾病に応じた保
健医療施策の推進

第３節　特定の課題に応
じた保健医療施策の推進

第３編　計画の実現に向けて

第５章　健康危機
に対応した体制づ
くり

第６章　熊本地震か
らの医療提供体制の
創造的復興

第１節　医療提供体制の回復・充実
第２節　保健医療を支える人材確保等（県外流出防止等）
第３節　熊本地震の教訓を踏まえた取組み等

第３節　食品、医薬品等
の安全対策

第１節 健康危機管理に関する体制

第２編
基本計画

第４章　地域の保
健医療を支える人
材の確保・育成

第１節　医師
第２節　歯科医師
第３節　薬剤師
第４節　保健師・助産師・看護師・准看護師

第８節　介護・福祉従事者

第６節　歯科衛生士・歯科技工士

第３章　地域で安
心して暮らせる保
健医療の提供

第１章　保健医療圏の設定と基準病床数

第２章　生涯を通
じた健康づくり

第１節 より良い生活習
慣の形成及び健康づくり
の推進

第２節　生活習慣病の発症予防と重症化予防

（新） 

（新） 

（新） 

（移行） 

（整理） 

（整理） 

（新） 

（整理） 

（整理） 

（移行） 

施策の柱 

施策の柱 

施策の柱 

施策の柱 

章・節・項の表
題を調整中 
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節・項 項目 審議機関

第１節第４項 人権に配慮した保健医療

項目別に、以下の審議会等で審議
・熊本県障害者施策推進審議会
・熊本県精神保健福祉審議会
・難病医療連絡協議会
・熊本県エイズ対策会議

第２節第５項 精神疾患 ・熊本県精神保健福祉審議会

第３節第３項
災害医療
※DPAT関連

・熊本県災害医療提供体制検討委員会
（熊本県精神保健福祉審議会）

第３節第７項 歯科保健医療対策
・熊本県歯科保健推進会議
（熊本県障害者施策推進審議会）

第３節第１０項 障がい保健医療福祉 ・熊本県障害者施策推進審議会

第７次熊本県保健医療計画（障がい関連分野）一覧

-7-



 

-8-



-9-



-10-



-11-



-12-



-13-



-14-


